
 

 

 

重要事項説明書 
短期利用共同生活介護 

（介護予防短期利用共同生活介護） 

 
 

 

この「重要事項説明書」は、平成 25 年大阪市条例第 27 号及び第 32 号の規定に基づき、

指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護サービス

契約締結に際して、事業者の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただき

たいことを次のとおり、ご説明します。           

 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護（指定介護予防認知症

対応型共同生活介護サービスにおいては要支援）」と認定された方が対象となりま

す。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 健成会 

高齢者グループホーム しらなみ 



１．事業者 

 （１）法人名    社会福祉法人 健成会 

 （２）法人所在地  大阪市住之江区北加賀屋５丁目４番２３号 

 （３）電話番号   ０６－６６８５－８８０４ 

 （４）代表者氏名  理事長 三木 康彰 

 （５）設立年月日  平成１３年３月３０日 

 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類  認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

    指定事業所番号 大阪府第 ２７７５９００６０４ 号 

（２）事業所の目的  指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応 

型共同生活介護（以下「指定認知症対応型共同生活介護等」という。）短期間の

指定認知症対応型共同生活介護（以下「短期利用共同生活介護」という。） 

及び短期間の指定介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「介護予防短期利用

共同生活介護」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管

理に関する事項を定め事業所の管理者及び計画作成担当者、介護職員が、認知症

状を伴う要介護状態（指定介護予防認知症対応型短期利用共同生活介護にあって

は要支援状態）の利用者に対して、適切な指定認知症対応型共同生活介護等を提

供することを目的とする。 

 （３）事業所の名称   高齢者グループホーム しらなみ 

 （４）事業所の所在地  大阪市住之江区南港中３丁目３番４３号 

 （５）電話番号     ０６－６５６９－６０６０ 

 （６）施設長      吉田 亮太 

 （７）当事業所の運営方針 

   １ この事業所が実施する事業は、認知症状によって自立した生活が困難になっ

た利用者に対して、家庭的な環境のもとで、心身の特性を踏まえ利用者の認知

症状の緩和や悪化の防止を図り、尊厳ある自立した日常生活を営むことができ

るように、食事、入浴、排泄等の日常生活場面での世話や機能訓練等の介護そ

の他必要な援助を行うものである。 

     また、利用者に対して、家庭的な環境のもとで、心身の特性を踏まえ利用者

の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

   ２ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支

援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携に努める

ものとする。 

   ３ 前２項のほか、平成 30 年 4 月 大阪市条例第 27 号及び平成 25 年４月大阪



市条例第 32 号に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 

   ４ 当事業所は指定認知症対応型短期利用共同生活介護等にあたり、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行いません。 

   ５ 通常の事業実施地域は、住之江区とします。 

 （８）開設年月  平成１４年４月１日 

 （９）利用定員  ９人（１ユニット） 

 （１０）居室等の概要 

  当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。居室は全て個室です。 

 居室・設備の種類 室数 備考 

個室（一人部屋）  ９室  

食堂  １室  

浴室  １室  

 

３．職員の配置状況 

  当事業所では、ご利用に対して指定認知症対応型短期利用共同生活介護等サービス

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 ＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 指定換算 

１、管理者 1 名 1 名 

２、計画作成担当者 1 名 1 名 

３、介護職員 ７名  

※ 常勤換算：職員それぞれの１週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤

職員の所定勤務時間で除したものです。 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職  種 勤 務 体 制 

１、介護職員 

 

 

 

標準的な時間帯における最低配置人員 

 早朝  ７：３０～１６：００    １名 

日中  ９：００～１７：３０    １名 

 遅出 １１：３０～２０：００    １名 

 夜間 １６：３０～翌９：３０    １名 

 

４．サービスの内容 

（１）食事（但し、食材料費は別途いただきます。） 

  ・当施設では、入居者の方と共に食事を作ったり、施設献立表にて、ご利用者の身

体状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 



（食事時間） 

 朝食 7：00～9：00  昼食 11：00～13：00  夕食 17：00～19：00 

（２）入浴 

  ・入浴は体調や状況によりますが、出来るだけ毎日行います。 

（３）排泄 

  ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

（４）その他自立への支援 

  ・生活のリズムを考え、朝夕の着替えを行うよう配慮します 

 

５．当事業所が提供するサービスの利用料金 

  当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  当事業所が提供するサービスについて 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の全額をご契約者又はご利用者に負担いただく場合があります。 

 （１）介護保険の給付の対象となるサービス 

    以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常 9 割）が介護保険から給

付されます。 

①利用料  

＜サービス利用料金（ 一日あたり）＞ 

  下記の料金表によって、ご利用者の要介護状態に応じたサービス利用料金から

介護保険給付費額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、

利用者の要介護度に応じて異なります。） 

1､ご利用者の要介護度 

とサービス料金（日額） 

要支援２ 

8,447 円 

要介護１ 

8,501 円 

要介護２ 

8,887 円 

要介護３ 

9,155 円 

要介護４ 

9,326 円 

要介護５ 

9,509 円 

2､うち、介護保険から 

給付される金額（日額） 
7,603 円 7,651 円 7,999 円 8,240 円 8,394 円 8,559 円 

3､サービス利用に係る 

自己負担額（１－２）（日額） 
844 円 850 円 888 円 915 円 932 円 950 円 

ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を 

一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が 

介護保険から払い戻されます。（償還払い） 

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還 

払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した 

「サービス提供証明書」を交付します。 

 

②医療連携体制加算（イ）570 円／月（ロ）470 円／月（ハ）370 円／月 



 ・当事業所は訪問看護ステーションと契約し、看護師を１名以上確保、日常の

健康管理や２４時間連絡可能な体制及び医療との連携体制を取っています。 

③サービス提供体制加算（Ⅰ）24 単位/日（Ⅱ）18 単位/日（Ⅲ）6 単位/日 

（Ⅰ）①介護福祉士 70％以上 ②勤続 10 年以上介護福祉士 25％ 

（Ⅱ）①介護福祉士 60％以上 

（Ⅲ）①介護福祉士 50％以上 ②常勤職員 75％以上 ③勤続 7 年以上 30％以上 

いづれかを満たしている場合、加算されます。 

④認知症対応処遇改善加算（Ⅰ）２８,５７０／月（自己負担額 ２,８５７円／月） 

⑤夜間支援体制加算（Ⅱ） … ２６８円／日（自己負担額 ２７円／日） 

⑥若年性認知症利用者受入加算 … １，２８６円／日（自己負担額 １２９円／日） 

＊介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者 

   の負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付とならないサービス（契約書第４条、第７条参照）        

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者、ご利用者の負担になります。 

   ①家賃     １，４００円／日（４２，０００円／月） 

②食費     １，７７０円／日（内訳 朝食 350 円 昼食 710 円 夕食 710 円） 

         （食事を摂取されない場合は、その費用は徴収致しません。） 

   ③光熱水費   ６００円／日（１８，０００円／月） 

   ④維持管理費  ５００円／日（１５，０００円／月） 

    共有部分の清掃費用・機器の整備維持費用等を頂きます。 

 ⑤レクリエーション・行事費等（実費負担となります） 

  （例）主なレクリエーション行事予定 

  １月 お正月（おせち料理をいただき、新年のお祝いをします。） 

  ２月 節分（施設内で豆まきを行います） 

  ３月 おひなまつり 

  ４月 お花見（近くの桜の下でお花見を行います。） 

  ５月 端午の節句（菖蒲湯） 

  ６月 あじさい観賞に出掛けます。 

  ７月 七夕まつり（短冊に願いを） 

  ８月 納涼まつり 

  ９月 敬老祝賀会（ご家族、地域の方々とお祝いします） 

 １０月 作品展 

 １１月 紅葉狩り 

 １２月 クリスマス会 

   上記以外にも毎月のお誕生会やお菓子作り、クラブ的活動を行います。 



   （特別な材料など材料費の実費を頂く場合もございます。） 

⑥健康管理費 

    インフルエンザ予防接種に係る費用などは実費相当額を頂きます。 

⑦おむつ代  実費相当額（持込可能） 

⑧日常生活上必要となる諸経費実費 

    日常生活品の購入代金、理美容代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご契

約者または、ご利用者に負担頂く事が適当であるものに係る実費相当額をご負

担頂きます。 

⑨複写物の交付 

    ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも観覧できますが、複写物

を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

    一枚につき２０円（私的なものに関して頂く場合があります。） 

⑩退所時の修繕費 

    退所時、個人的な破損などで原状回復に費用がかかった場合、修繕費等を実費

請求致します。 

    ※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更

することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変

更を行う２ヶ月前までにご説明致します。 

自己負担早見表 

  要支援２ 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用に係る自己負担額（日額） 844 円 850 円 888 円 915 円 932 円 950 円 

家賃（月額） ４２,０００円 

光熱水費（月額） １８,０００円 

食材料費（日額） １,７７０円 

維持管理費（月額） １５，０００円 

おむつ代 

特別な食事 

理・美容 

レクリエーション 

クラブ活動 

健康管理費（インフルエンザ接種等） 

日用品代 

 

 

 

実費相当額 

 

 

 

複写物の交付 一枚２０円 

自己負担例 

【例】要介護 5 の方が１ヶ月（３０日）利用した場合の自己負担額 

  ９５０円（利用料）×３０日＋４２，０００円（家賃）＋１８，０００円（光熱費） 



＋５３，１００円（食材費）＋１５，０００円（管理費）＝１５６，１８０円 

【注意点】早見表のサービス利用に係る一日の自己負担額、または自己負担額の例はあ

くまでも目安であり、正確にはサービス利用表別表に記載されますので宜しく

お願いします。（小数点以下の端数処理の問題で若干の誤差が出てきます。） 

   

（４）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

   上記の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、翌月 15 日から 20 日までにご請求

しますので、当月２５日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。（１

ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算し

た金額とします。） 

① 窓口での現金支払い 

② 指定口座への振り込み 

③ 金融機関口座からの引き落とし 

ご利用できる金融機関：郵便局 

自動引き落とし日：翌月１５日（休業の場合は翌営業日） 

 

６．苦情の受付について（契約書第２２条参照） 

  ①サービスの内容に関する相談・苦情 

【事業所の窓口】 

当事業所 

お客様サービス係 

所在地 大阪市住之江区南港中３丁目３番４３号 

電話番号 06-6569-6060 

受付時間 午前９時～午後５時 

(苦情受付ボックスを事務所カウンター横に設置) 

【市町村の窓口】 

大阪市住之江区役所 

 

 

大阪市福祉局高齢者施策部介

護保険課（指定・指導グルー

プ） 

所在地 大阪市住之江区御崎３丁目１－１７ 

電話番号 06-6682-9859 

ＦＡＸ  06--6686-2040 

受付時間 午前９時～午後５時 

所在地  大阪市中央区船場中央３丁目１番７－３３１号 

電話番号 06-6241-6310 

FEX      06-6241-6608 

受付時間 午前９時～午後５時半 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険連合会 

所在地 大阪市中央区常磐町 1-3-8中央大通 FNビル 

電話番号 06-6949-5418 

受付時間 午前９時～午後５時半 

① 施設の相談・苦情担当者   管理者  吉田 亮太 

② 苦情解決責任者       施設長  矢部 賢太 

 



 ７．緊急時の対応 

  サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治

医、救急隊、ご家族へ連絡を致します。 

①主治医 

病院名 担当医 連絡先 

南港病院 三木康彰 ０６－６６８５－８８０４ 

  ②ご家族 

 氏名 続柄 住所 連絡先 

 

１ 

 

 

 

 

   

 

２ 

 

 

   

 

８．事故発生時の対応 

当事業所が利用者に対して行う指定認知症対応型短期利用共同生活介護等サービス

の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者のご家族、市町村等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、当事業所が利用者に対して行った指定認知症対応型短期利用共同生活介護等サ

ービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行いま

す。 

 

９．非常災害対策 

  防災設備  消防法に適した設備です。 

  防災訓練  年２回実施します。（内、１回は夜間想定） 

 

10．守秘義務 

   （１）事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用

者様及びそのご家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

この守秘義務は契約終了後も同様です。 

   （２）事業所は利用者様からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議において利用者様及びご家族様の個人情報を提供しません。 

11．情報公開 

   （１）当事業所において実施する事業の内容については、厚生労働省が定める省



令基準通知に基づき、本事務所玄関前に文書で掲示しています。 

   （２）前項に定める内容には、利用者及びその家族のプライバシーに係る内容は

含んでいません。 

 

1２.身体拘束等の原則禁止について 

（１）事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

（２）身体的拘束等は、あらかじめ利用者と利用者の家族に説明を行い、同意を

文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができます。

また、記録したものを５年間の保存を行います。 

（３）身体的拘束等を行う場合には、管理者及び計画作成担当者、介護従事者に

より検討会議等を行います。 

（４）記録をしたものを基に実地検証を行い、また実施状況を運営推進会議に報

告するとともに事業所として身体拘束をなくしていくための取り組みを

積極的に行います。 

（５）厚生労働省が策定した「身体拘束ゼロへの手引き」「身体拘束廃止防止の

手引き」などのガイドラインを尊守し適正な処置を行います。 

（６）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ

の結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（７）身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

（８）従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修(年

２回)を実施する等の必要な措置を講じます。 

 

１３．高齢者虐待防止について 

   事業者は、利用者等の人権擁護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

   （１）研修などを通して、事業所の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めま

す。 

（２）個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

従業員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるか従業

員が利用者などの権利擁護に取り込める環境に努めます。 

（３）当施設の職員は、サービス提供中に虐待を受けた高齢者を発見した場合、

速やかに市町村に通報しなければならない。通報後は、運営推進会議にて

虐待防止に向けた取り組みや虐待発生時の経過及び改善の報告等を行い

ます。 



（４）「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」を尊

守し適正な処置を行います。 

（５）虐待防止の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その

結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（６）虐待防止の適正化のための指針の整備をしています。 

（７）従業者に対して、虐待防止のための定期的な研修(年２回)を実施する等の

必要な措置を講じます。 

※虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。 

 

●虐待防止及び身体拘束廃止担当・責任者：管理者 吉田 亮太 

 

１４．運営推進会議について 

（１）当事業所の行う指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図

ることを目的として、運営推進会議を設置致します。 

（２）運営推進会議は利用者、利用者の家族、地域住民の代表者及び指定認知症

対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護について

の知見を有する者とします。 

（３）運営推進会議の開催はおおむね２ヶ月に１回以上実施致します。 

（４）運営推進会議は指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防 

認知症対応型共同生活介護提供等の活動状況を記録報告し、評価を受ける

とともに、必要な要望、助言等を聴く機会と致します。 

 

１５．サービスの提供にあたっての留意事項について 

（１）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険

者 資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認する。被保険

者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者に通知致します。 

（２）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行う。また、必要と認められるときは、

要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期

間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行います。 

（３）サービス提供は「指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応

型共同生活介護・短期利用共同生活介護・介護予防短期利用共同生活介護 計

画｣に基づいて行なう。なお、「指定認知症対応型共同生活介護 指定介護予防

認知症対応型共同生活介護・短期利用共同生活介護・介護予防短期利用共同生

活介護 計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応



じて変更致します。 

（４）指定認知症対応型共同生活介護 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

短期利用共同生活介護・介護予防短期利用共同生活介護 事業に対するサー

ビス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行うが、実際の

提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行うよう努力

致します。 

 

１６.衛生管理等 

（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じます。 

（２）コロナウイルス・ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアル

を整備し従業者に周知徹底を行います。また、従業者への衛生管理に関する

研修を年 2 回以上行います。  

（３）事業所において食中毒及び感染症が発生しないよう予防に努めます。発生し 

た場合は、蔓延、又は再発しないように必要な措置を講じます。食中毒及び

感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（４）施設内の適温の確保のため、空調設備等により空調管理に努めます。 

（５）新興感染症が発生した時の感染対策において、協力機関と連携しながら、施 

設内の感染対策を行います。 

（６）事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委 

員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業 

者に周知徹底しています。 

（７）事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備していま 

す。 

 

１７.業務継続に向けた取組の強化について 

（１）感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継 

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計 

画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じ 

ます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓 

練を定期的に実施します。※感染症および災害の業務継続計画に係る研修を 

年２回以上定期的におこないます 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を 

行います。 



１８.第三者評価の実施 

・外部評価受診の頻度：原則として、年１回とする。 

第三者による評価 1. あり 実施日    年   月   日 

の実施状況  評価機関名称  

  結果の開示 1.あり     2.なし 

 2．なし 

※緩和要件について 

次に掲げる要件をすべて満たす場合は頻度を 2 年に 1 回とする。 

1. 過去に外部評価を 5 年連続して実施していること 

2. 「自己評価及び外部評価結果」および「目標達成計画」を市町 

村に提出していること 

3. 運営推進会議が過去 1 年間に 6 回以上開催されていること 

4. 運営推進会議に市町村または地域包括支援センターの職員が 

必ず出席していること 

5. 「自己評価及び外部評価結果」のうち 

外部評価項目の 2、3、4、6 の実施状況が適切であること 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．事業所の概要 

 （１）建物の構造  鉄骨コンクリート造り（一部鉄骨造り）の３・４階部分 

 （２）建物の延べ床面積   448.90 ㎡ 

 （３）施設の周辺環境 

    隣接地に加賀屋天満宮や北加賀屋公園、大きなスーパーや昔ながらの商店街も

あり、市営地下鉄四ツ橋線 北加賀屋駅より徒歩 3 分と至便な生活環境です。 

 

２．職員の配置状況 

 ＜配置職員の職種＞ 

計画作成担当者…適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、 

提携する介護施設、医療機関等との調整を行います。又、ご契約者

及びご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。

ユニットごとに１名の計画作成担当者を配置しています。 

 介護職員…ご利用者の日常生活上の介護並びに健康維持のための相談・助言等を行い 

ます。３名の利用者に対して１名の介護職員を配置しています。(日中) 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 



 （１）ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「サ

ービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作

成する「認知症対応型共同生活介護」に定めます。契約締結からサービス提供

までの流れは次の通りです。（契約書第２条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（２）ご利用に係る「サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービ

ス提供の流れは次の通りです。 

①要介護認定を受けている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス計画（ケアプラン）の作成 

①当事業所の計画作成担当者に指定認知症対応型短期利用共同生活介護等計画の

原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 

②その担当者は指定認知症対応型短期利用共同生活介護等計画の原案について、

ご契約者及びご利用者に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③指定認知症対応型短期利用共同生活介護等計画は、居宅サービス計画が変更さ

れた場合、もしくはご契約者の要請に応じて、契約の必要があるかどうかを確

認し、変更の必要のある場合には、ご契約者と協議して、指定認知症対応型短

期利用共同生活介護等計画を変更します。 

④認知症対応型短期利用共同生活介護等計画が変更された場合には、ご契約者に

対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。 

・作成されたサービス計画に沿って、指定認知症対応型共同生活介護等計画を変更

し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。 

・介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己

負担額）をお支払いいただきます。 

〇居宅介護支援事業者等の紹介等必要な援助を行います。 

〇指定認知症対応型短期利用共同生活介護等計画を作成し、それに基づき、ご利用者

にサービスを提供します。 

〇介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただき

ます。（償還払い） 

 

 （償還払い） 



②介護認定を受けていない場合 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援２・要介護と認定された場合       要支援１、自立と認定された場合 

サービス計画（ケアプラン）の作成 

・サービス計画（ケアプラン）を作成していた

だきます。必要に応じて、地域包括支援セン

ター等の紹介等必要な支援を行います。 

・契約は終了します。 

・既に実施されたサービスの利用料金は

全額自己負担となります。 

・必要に応じて、地域包括支援センター

等の紹介等必要な支援を行います。 

・要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

・指定認知症対応型短期利用共同生活介護等計画を作成し、それに基づき、ご利用者に

サービス提供します。 

・介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきま

す。（償還払い） 

 （償還払い） 

〇作成されたサービス計画に沿って、指定認知症対応型短期利用共同生活介護等計

画を変更し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。 

〇介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己

負担額）をお支払いいただきます。 



４．サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条参照） 

  当事業所では、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守り

ます。 

 

５．サービスの利用に関する留意事項 

 当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されているご利用者の快適性、安全性 

を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

   入居にあたり、以下のものは原則として持ち込むことはできません。 

    刃物などの危険物、騒音・異臭など共同生活上問題となる物。 

（２）面会 

   面会時間 午前１０時～午後５時（原則） 

   ※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

（３）外出、外泊 

   外出、外泊をされる場合は、事務所に届け出てください。 

（４）施設・設備の使用上の注意（契約書第１０条参照） 

  〇居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

  〇故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊

したり、汚したりした場合には、ご契約者又はご利用者に自己負担により原状に

①ご利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご

契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、サービス提供日から５年間保存する 

とともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

④ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

 ただし、ご利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合

には、記録を記載するなど、適切な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑤ご利用者へのサービス提供時において、ご利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関等への連絡を行う等必要な

処置を講じます。 

⑥事業者及び事業所並びに従業者は、サービスを提供するにあたって知り得たご利用者又は

ご契約者等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

 ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者の心身

等の情報を提供します。 

 また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約書

の同意を得ます。 



復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

  〇ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができる

ものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分

な配慮を行います。 

  〇当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動を行うことはできません。 

（５）喫煙 

   施設内は、禁煙です。喫煙はできません。 

（６）サービス利用者の医療の提供について 

   医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診

察や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診察・

入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診察・入院治

療を義務づけるものでもありません。 

 

① 協力医療機関 

医療機関の名称 社会医療法人三宝会 南港病院 

所在地 大阪市住之江区北加賀屋５丁目４-２３ 

診察科 外科、内科、整形外科、皮膚泌尿器科、リハビリテーション科 

② 協力医療機関 

医療機関の名称 社会医療法人三宝会 南港クリニック 

所在地 大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８ 

診察科 内科 

③ 協力医療機関 

医療機関の名称 ろくもと歯科医院 

所在地 大阪市住之江区粉浜３－３－２０ 

診察科 一般歯科 

 

６．損害賠償について（契約書第１１条、第１２条参照） 

 当事業所において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償致します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ただし、その損害の発生について、ご契約者又はご利用者に故意又は過失が認められ

る場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事

業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 



７．保険外サービスについて 

 当事業所において、日常生活をより有意義にお過ごし頂く為、必要に応じ以下の保険

外サービスを提供致します。 

・入退居引越準備（自費 1,500 円） 

入居時や退居時に荷物等を大阪市内のご自宅又は入居施設へ運ぶお手伝いを致し 

ます。 

・長時間の通院同行（自費 1 時間につき 1,500 円） 

4 時間を超える通院同行援助に関して、1 時間につき 1,500 円で介護職員が病院の 

付き添いを行います。 

 

８．サービス利用を停止する場合 

 契約の有効期間は、契約締結の日からご利用者の要介護（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護短期利用にあっては要支援）認定の有効期間満了日までですが、契約期間

満了の２日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ

条件で更新され、以後も同様となります。 

 契約期間中は、以下の事由がない限り、継続してサービスを利用することができます

が、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。

（契約書第１４条参照） 

①ご利用者が死亡した場合 

②要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

③事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 

⑤当事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照ください) 

（１） ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第１５条、第１６条参照） 

契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。 

その場合には、契約終了を希望する７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、事業者からの契約解除の申し出（契約書１７条参照）以下の事項に該当する場

合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

 

 



①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご利用者が入院された場合 

③ご利用者の「サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

④事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定認知症対応型

共同生活介護等サービスを実施しない場合 

⑤事業者及び事業所並びに従業者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者及び事業所並びに従業者が故意又は過失によりご契約者又はご利用者の身

体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大

な事情が認められる場合 

⑦他の利用者がご利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

  

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書１７条参照） 

 以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

  

①ご契約者が、契約締結時にご利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合 

②ご契約者又はご利用者による、サービス利用料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、相

当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者又はご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又は事業所、及び従業

者もしくは他の利用者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行

為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第１８条）参照 

 契約が終了する場合には、事業者はご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘

案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

（４）居室の明け渡しに遅延に係る料金 

 契約書第１９条 第２項に掲げる「所定の料金」は１日あたり１０，０００円とする。 

 

 

 

 

 



付則 

この重要事項は、令和  ６年９月１日から施行する。 

この重要事項は、令和  ７年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日 

 

指定認知症対応型共同生活介護短期利用等サービスの提供の開始に際し、本書面に基

づき重要事項の説明を行いました。 

 

    事業者  所在地  大阪市住之江区北加賀屋５丁目４番２３号 

         名 称  社会福祉法人 健成会 

         代表者  理事長  三 木 康 彰     ㊞ 

 

    事業所  所在地  大阪市住之江区南港中三丁目３番４３号 

名 称  社会福祉法人健成会  

高齢者グループホーム しらなみ 

         説明者                   ㊞ 

 

令和   年   月   日 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項説明を受け、指定認知症対応型共同生活

介護短期利用等サービスの提供開始に同意しました。 

 

    利用者  住 所 

       

         氏 名               ㊞ 

 

    契約者  住 所 

 

         氏 名               ㊞ 

 

         続 柄 

         

 ＴＥＬ       ―       ― 

携帯電話      ―       ― 

 

緊急連絡先（勤務先名） 

ＴＥＬ       ―       ― 

 

 



重度化した場合における対応に係る指針 

社会福祉法人 健成会 高齢者グループホーム しらなみ 

 

１、社会福祉法人 健成会 高齢者グループホーム しらなみでの医療体制について 

・ 協力医療機関と連携し、必要時は２４時間の連絡体制を確保する。 

・ 訪問看護ステーションと連携し、健康上の管理等に対応する。 

２４時間の連絡体制で緊急時は連絡により駆けつけ又は協力医療機関の手配を行

うオンコール体制をとる。 

・ 症状の変化等に伴う緊急時の対応については、看護師が医師との連絡を取り判断 

を行なう。夜間においては夜勤スタッフが夜間緊急連絡体制にもとづき看護師と連

絡をとって緊急対応を行う。 

・ 家族とは２４時間連絡体制を確保する。 

 

２、協力医療機関 

   社会医療法人  三宝会  南港病院  

   社会医療法人  三宝会  南港クリニック    

 

３、契約訪問看護ステーション 

   社会医療法人  三宝会  南港病院訪問看護ステーション 

 

４、具体的支援手順 

① 開始時期 

・ 医師より一般的に認められている医学的知見から判断し、回復の見込みがないと 

判断され、医師より入居者または家族へその判断内容を説明の上、看取り介護に関

する計画を作成し、終末期を施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施され

るものである。 

② 医師よりの説明 

・ 医師が①に示した状態で、看取り介護の必要性があると判断した場合、管理者また

は計画作成担当を通じ、入居者の家族に連絡をとり、施設または医療機関にて説明

を行なう。この際、施設でできる看取りの説明を行なう。 

・ この説明を受けた上で、入居者または家族が施設で看取り介護を受けるか、医療機

関に入院するか選択することができる。医療機関入院を選択する場合は、施設は入

院に向けた支援を行う。 

③ 看取り介護の実施 

・ 家族が施設で看取り介護を行うことを希望した場合は、計画作成担当は医師、看護

師、介護スタッフ等と共同して看取り介護の計画を作成する。 



・ 施設の全職員は入居者が尊厳を持つひとりの人間として安らかな死を迎えること

ができるよう、入居者及び家族の身体的・精神的支援を行う。 

 

５、具体的支援内容 

① 入居者へ対する具体的支援 

Ⅰ：ボディケア 

  バイタルサインの確認、環境整備、清潔の保持、栄養と水分補給、排泄ケア、 

  発熱・疼痛等の急変時対応、安楽の配慮 

Ⅱ：メンタルケア 

  身体的苦痛の穏和、コミュニケーションの重視、プライバシーの配慮、受容とニ

ーズに沿う援助 

Ⅲ：医療的ケア 

  医師の指示に基づき、必要な点滴や酸素吸入等の処置を看護師により行う。 

② 家族に対する具体的支援 

話しやすい環境、家族関係の支援に配慮、希望や心配事に真摯に対応、家族の身体

的・精神的負担の軽減へ配慮する、死後の援助を行う 

 

６、入院期間中の費用の取り扱いについて 

① 入院期間中は算定しないもの 

  介護保険料（利用料）、食材料費 

② 入院期間中の徴収するもの 

  家賃、光熱費、貴重品管理費 

 

７、社会福祉法人健成会 高齢者グループホームしらなみでの医療体制における看取り

に関する考え方 

近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、苦悩を

できるだけ穏和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くこ

とができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、対象

者の尊厳に十分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行うことである。 

 

８、入居者、家族の意思の確認とその方法について 

・入居者の認知症の進行、終末期の容態の悪化等により、ご本人が意思表示または決

定ができなくなった時に備え、あらかじめ意思表示または決定ができるうちに文書

にて意思表示を残しておくようにする。 

・意思はいつでも変更できるものである。 

・入居者、家族が話し合いを持ちたいときは、管理者または計画作成担当が話し合い



に応じる。必要に応じて医師や看護師の出席を求めることができる。 

・看取り介護の同意について 

配置医師により一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがないと

診断された入居者に対し、本人又はその家族の同意を得て看取り介護に関する計画

書のもと、随時、本人または家族への説明を行い、同意を得ながら施設内で看取り

介護を行う。 

 

令和   年   月   日 

 

認知症対応型共同生活介護短期利用サービスの提供にあたり、書面に基づき「重度化し

た場合における対応に係る指針」の説明を行ないました。 

  

      事 業 者  所在地  大阪市住之江区北加賀屋５丁目４番２３号 

             名 称  社会福祉法人 健成会 

             代表者  理事長  三 木 康 彰   ㊞ 

 

      事 業 所  所在地  大阪市住之江区南港中三丁目３番４３号 

名 称  社会福祉法人健成会  

高齢者グループホーム しらなみ 

             説明者                  ㊞ 

 

私は、書面に基づいて事業所から重度化した場合における対応に係る指針の説明を受け、

同意しました。 

 

      入居利用者   住所 

  

              氏名                  ㊞ 

 

 

      契 約 者   住所 

 

              氏名                  ㊞ 

 

 

 

 



令和   年   月   日 

社会福祉法人 健成会 高齢者グループホーム しらなみ   殿 

 

個人情報使用に関する同意書 

わたし（利用者及びその家族）の個人情報については、次に定める条件で、必要最小限の

範囲内で使用することに同意します。 

記 

１ 使用する目的 

① グループホームサービス計画を作成するためのサービス担当者会議での情報提供 

② グループホームと関連事業者との連絡調整において必要となった場合 

※サービス提供時において、病状が急変した場合、その他必要な処置を講じる必要が

ある場合に対して医療機関、関係機関に心身の状況等の個人情報の提供をすることが

あります。 

２ 使用にあたっての条件  

① 個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際

には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。  

② 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等を記録しておくこと。  

３ 個人情報の内容  

• 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者が居宅介護サービス業務を行うた

めに最小限必要な利用者や家族個人に関する情報  

• その他グループホーム介護サービスに必要な情報  

※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るものをいいます。 

４ 使用する期間は契約提携日から契約終了日までとする。 

利用者 住所 

氏名                            印 

契約者 住所 

氏名                            印 

家族様 住所 

氏名                            印 

住所 

氏名                            印 

緊急連絡先 

緊急連絡先 

 



＜写真使用についてのご案内＞ 

社会福祉法人健成会 高齢者グループホームしらなみの通信や電子カルテによる情報

管理、ホームページ、取り組みや研究会で発表、紹介する用途に限り、事業所内で撮影

しましたご利用者様の映像・写真を使用させていただく場合がございます。ご理解・ご

協力をいただければ幸いです。 

※その他の理由で使用する場合は、別途お知らせし、了解をいただくものとします。 

 

 

肖像権使用同意書 

私の肖像などを撮影した写真・映像を使用することを、理解して同意します。こ 

の同意により、私本人または第三者から、クレームなどの異議申し立てが一切な 

されないことを保証します。 

  

―記― 

・社会福祉法人健成会 高齢者グループホームしらなみのホームページ・社内外研修・

掲示物・広報誌などに、使用されることに同意します。 

・使用した映像・印刷物などについて、使用されたことによる金銭的対価を求め 

ないことに同意します。 

 

令和  年   月  日 

【事業者】     住 所：大阪市住之江区南港中三丁目３番４３号 

事業者名：社会福祉法人健成会  

高齢者グループホーム しらなみ 

代表者：理事長  三木  康彰 

 

【ご利用者】住所 

       

氏名 

 

【代理人】 住所 

       

氏名 

 


